
東林地区防災訓練参加 
開催日 2024 年 11月 24日（日） 

場所：東林小学校 
担当事業部；防災部 

防災部長 中坪ありさ 
 
東林小学校を『避難所』とする東林地区 7自治会約１3０名（翠ヶ丘自治会は３区４区および会長、

副会長、防災部含め１7名）が参加して、避難所の現状や日頃の準備・心構えの再確認をいたしまし
た。 
想定される大規模災害時には、救援物資『公助』は早くても３日以上は来ないと思われ、避難所『共

助』に全員が頼ることはできず、如何に日頃の各自の備え『自助』が重要かを再認識するものでした。 
 
≪以下、要約≫ ※詳細は資料をご参照ください。 
 

＊避難所は、すぐ開設されるわけではないこと。（避難所自体の被害確認やスタッフの準備） 
＊食料など物資の配布はするものの、十分とはいえず、在宅避難同様に最低限必要なものは自分で用意
する必要があること。 
※食料も２０００食（アルファ米のおにぎり 1食 1 個相当で最大収容３００名の約 2 日分）程度。 
※医薬品はないこと。 
※毛布も一人当たり 2～3枚しかないこと。（冷暖房の無い体育館の床の上）  

＊避難所は、大災害時における自宅での生活が困難な方が避難するための「必要最低限の生活」を支援
する施設であり、十分な物資はないこと。 
＊避難所の運営は地域のボランティアが主体となる「避難所運営協議会」を中心に、利用者全員が協力
して行う必要があること。 
 ※協議会委員も被災地域の住人であり、何人が運営参加できるか分からないこと。 
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